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指
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療
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障
害
者
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常
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社
会
生
活
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総
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支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定�
（
障
害
福
祉
課
）　
　

五

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退�

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了�

（
建
築
宅
地
課
）　
　

五

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
の
た
め
に
診
断
を
行
う
医
師
と
し
て
、
令
和
三
年
一
月
二
十
一
日
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

矢や

島じ
ま　

剛た
け

洋ひ
ろ

呼
吸
器
内
科

公
益
財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会

坂
総
合
病
院

塩
竈
市
錦
町
十
六
番
五
号

小こ

林ば
や
し　
　

誠ま
こ
と

呼
吸
器
内
科

大
崎
市
民
病
院

大
崎
市
古
川
穂
波
三
丁
目
八
番
一
号

矢や

吹ぶ
き　
　

皓ひ
ろ
し

呼
吸
器
外
科

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一
番
地

大お
お

石い
し　

哲て
つ

也や

耳
鼻
咽
喉
科

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一
番
地

佐さ

さ々

木き

潔き
よ

子こ

内

科

医
療
法
人
社
団
ヴ
ェ
リ
タ
ス

亘
理
往
診
ク
リ
ニ
ッ
ク

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
中
泉
字
本
木
四

番
一
号

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
の
名
称
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

新

旧

劉り
ゅ
う

　
　

孟も
う

林り
ん

医
療
法
人　

や
も
と
眼
科

や
も
と
眼
科

東
松
島
市
矢
本
字
大
溜
三
百
四
十
三

番
地

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の

医
師
か
ら
、
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

橋は
し

本も
と　

　

研け
ん

耳
鼻
咽
喉
科

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一
番
地

宮み
や

下し
た　

武た
け

彦ひ
こ

循
環
器
科

公
立
刈
田
綜
合
病
院

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
下
原
沖
三
十
六

番
地

小こ

池い
け

加か

保ほ

兒る

内

科

公
立
黒
川
病
院

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
西
桧
木
六
十

番
地
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
藤
浜
一
三
七
番
二
地
先

か
ら

同
郡
同
町
戸
倉
字
藤
浜
一
三
七
番
一
地
先
ま
で

前

二
五
・
八
～

�

四
一
・
七

�

四
五
・
〇

後

二
七
・
四
～

�

四
一
・
七

�

四
五
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

主
要
地
方
道

二　

路　

線　

名　

河
南
米
山
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

登
米
市
米
山
町
字
桜
岡
新
土
手
下
一
番
四
地
先
か

ら同
市
米
山
町
字
桜
岡
鈴
根
三
五
番
一
地
先
ま
で

前

　

九
・
三
～

�

二
四
・
〇

�

七
二
〇
・
〇

後

一
二
・
六
～

�

二
五
・
一

�

七
二
〇
・
〇

公

告

〇
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
八
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
六
十
二
条
の
規
定
に

よ
り
、
令
和
元
年
度
に
お
け
る
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

１
　
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
件
数
　
1,386件

２
　
開
示
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
決
定
内
容

　
⑴
　
件
数
及
び
決
定
内
容

受
付
件
数

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

処
理
中

313
73

197
０

０
26

17
０

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

　
⑵
　
実
施
機
関
別
内
訳

区
　
　
　
分

実
施
機
関
名

件
　
数

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

知
事

42
15

12
0

0
14

1

公
営
企
業
管
理
者

0
0

0
0

0
0

0

教
育

委
員

会
42

20
12

0
0

5
5

選
挙
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

人
事

委
員

会
2

2
0

0
0

0
0

監
査

委
員

0
0

0
0

0
0

0

公
安

委
員

会
2

1
1

0
0

0
0
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�

〇
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
元
年
度
に
お
け
る
条
例
の
施
行
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

警
察

本
部

長
196

6
172

0
0

7
11

労
働

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

収
用

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
病
院
機
構

0
0

0
0

0
0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院

0
0

0
0

0
0

0

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学

29
29

0
0

0
0

0

合
計

313
73

197
0

0
26

17

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

３
　
開
示
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況

　
⑴
　
件
数
及
び
処
理
状
況

前
年
度

か
ら
の

継
続
分

今
年
度

の
不
服

申
立
て

計

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

裁
　
　
　
　
　
決

取
下
げ
審
理
中

却
　
下
棄
　
却
一
　
部

認
　
容
認
　
容

審
　
査

請
　
求

1
2

3
0

1
0

0
0

2

　
⑵
　
概
要

　
　
イ
　
宮
城
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。）
に
諮
問
さ
れ
た
も
の

不
服
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

平
成
31年
２
月
25日

通
知
書
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す

る
審
査
請
求

棄
却

令
和
元
年
11月
６
日

部
活
内
調
査
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定

に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
２
年
２
月
２
日

措
置
入
院
関
係
文
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

　
　
ロ
　
審
査
会
に
諮
問
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
（
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。）
　
０
件

４
　
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数
　
41,513件

５
　
訂
正
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
決
定
内
容
　
０
件

６
　
訂
正
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

７
　
利
用
停
止
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
決
定
内
容
　
０
件

８
　
利
用
停
止
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

９
　
実
施
機
関
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
１
件

10　
事
業
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
苦
情
の
相
談
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

１
　
行
政
文
書
の
開
示
請
求
及
び
開
示
決
定
等

　
⑴
　
件
数
及
び
決
定
内
容

受
付
件
数

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他

処
理
中

1,104
626

247
0

13
35

183
0

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

　
⑵
　
実
施
機
関
別
内
訳

区
　
　
　
分

実
施
機
関
名

件
　
数

決
　
　
　
定
　
　
　
内
　
　
　
容

開
　
示

部
　
分

開
　
示

非
開
示

存
否
応

答
拒
否

文
　
書

不
存
在

そ
の
他
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知
事

960
587

182
0

9
20

162

公
営
企
業
管
理
者

27
5

14
0

0
1

7

教
育

委
員

会
44

15
19

0
2

1
7

選
挙
管
理
委
員
会

21
8

7
0

0
5

1

人
事

委
員

会
1

0
0

0
0

1
0

監
査

委
員

1
0

0
0

0
1

0

公
安

委
員

会
1

0
1

0
0

0
0

警
察

本
部

長
33

3
18

0
2

4
6

労
働

委
員

会
1

0
1

0
0

0
0

収
用

委
員

会
2

0
1

0
0

1
0

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

1
0

0
0

0
1

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
病
院
機
構

1
1

0
0

0
0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院

0
0

0
0

0
0

0

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学

0
0

0
0

0
0

0

宮
城
県
住
宅
供
給
公
社

3
2

1
0

0
0

0

宮
城
県
道
路
公
社

4
1

3
0

0
0

0

宮
城
県
土
地
開
発
公
社

4
4

0
0

0
0

0

合
計

1,104
626

247
0

13
35

183

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

２
　
不
服
申
立
て

　
⑴
　
件
数
及
び
処
理
状
況

前
年
度

か
ら
の

継
続
分

今
年
度

の
不
服

申
立
て

計

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

決
　
定
　
（
　
裁
　
決
　
）

取
下
げ
審
理
中

却
　
下
棄
　
却
一
　
部

認
　
容
認
　
容

審
　
査

請
　
求

14
8

22
6

3
7

0
0

6

　
⑵
　
概
要

　
　
イ
　
宮
城
県
情
報
公
開
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。）
に
諮
問
さ
れ
た
も
の

不
服
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

平
成
29年
７
月
28日

調
査
業
務
業
者
選
定
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

一
部
認
容

平
成
29年
12月
５
日

体
罰
事
故
報
告
書
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

一
部
認
容

平
成
30年
３
月
１
日

優
生
手
術
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
非
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査

請
求

一
部
認
容

平
成
30年
４
月
18日

組
合
資
格
審
査
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す

る
審
査
請
求

一
部
認
容

平
成
30年
６
月
11日

入
札
参
加
資
格
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す

る
審
査
請
求

一
部
認
容

平
成
30年
６
月
19日

建
設
業
許
可
申
請
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対

す
る
審
査
請
求

一
部
認
容

平
成
30年
６
月
19日

建
設
業
許
可
申
請
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
開
示
決
定
に
対
す
る

審
査
請
求

棄
却

平
成
31年
１
月
30日

移
転
補
償
費
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る

審
査
請
求

棄
却

平
成
31年
２
月
20日

建
築
士
法
相
談
記
録
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

一
部
認
容

平
成
31年
２
月
25日

通
知
書
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
不
存
在
決
定
に
対
す
る
審
査
請

求
審
理
中

平
成
31年
２
月
25日

生
活
保
護
訴
訟
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
不
存
在
決
定
に
対
す
る

審
査
請
求

棄
却



（5）　令和３年２月24日　水曜日 第182号宮　　城　　県　　公　　報

�

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

り
ん
く
う
透
析
ク
リ
ニ
ッ
ク

名
取
市
本
郷
字
焼
野
百
三
十
六

令
和
三
年
二
月
一
日

な
か
ざ
と
薬
局

石
巻
市
中
里
二
丁
目
十
二－

一

令
和
三
年
一
月
一
日

や
ま
も
と
薬
局

亘
理
郡
山
元
町
高
瀬
字
合
戦
原
七
十
二－

三
十

五

令
和
三
年
二
月
一
日

医
療
法
人
社
団
健
育
会　

ひ

ま
わ
り
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

石
巻
市
大
街
道
西
三
丁
目
一－

二
十
八

令
和
三
年
二
月
一
日

�

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
指
定
し
た
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

担
当
す
る�

医
療
の
種
類

所　
　

在　
　

地

辞
退
年
月
日

有
限
会
社
中
里
薬
局
調

剤
セ
ン
タ
ー

調
剤

石
巻
市
中
里
二
丁
目
十
二－

一

令
和
二
年
十
二
月
三
十

一
日

有
限
会
社
庄
司
薬
局

調
剤

東
松
島
市
矢
本
字
河
戸
十
三

令
和
二
年
十
二
月
三
十

日

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
石
神
沢
二
十
七
番
二
、
二
十
九

番
一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

東
京
都
西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番
二
十
二
号

�

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン　
　

平
成
31年
２
月
25日

遺
族
要
望
書
関
係
文
書
に
係
る
開
示
請
求
却
下
処
分
に
対
す
る
審
査

請
求

却
下

平
成
31年
２
月
25日

優
生
手
術
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審

査
請
求

審
理
中

令
和
元
年
７
月
26日

調
査
業
務
業
者
選
定
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
元
年
７
月
26日

公
共
施
設
等
運
営
権
設
定
支
援
業
務
業
者
選
定
関
係
文
書
に
係
る
行

政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

審
理
中

令
和
２
年
１
月
31日

長
期
特
別
研
修
関
係
文
書
に
係
る
存
否
応
答
拒
否
決
定
に
対
す
る
審

査
請
求

審
理
中

令
和
２
年
３
月
３
日

Ｄ
Ｖ
関
係
文
書
に
係
る
行
政
文
書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請

求
審
理
中

　
　
ロ
　
審
査
会
に
諮
問
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
（
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。）
　
５
件


